
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

六
五
六

改
正
後
欄一0000120






0000110

〃

〃

〃03960





03770





〃

改
正
前
欄〃0000110






0000110

〃

改
正
後
欄二0000187






0000193






〃

〃

〃03626





03355





〃

〃

三03840





03590





〃

〃
一
一03655





03435





〃

〃
〃

03155





02965





〃

〃
一
二0000600






0000610






〃

〃
〃

01180





00885





〃

〃
〃

00980





00790





〃

〃
一
三0000580






0000570






〃

〃
〃

01310





01145





〃

〃
〃

01175





00985





〃

〃
一
四03840





03620





〃

〃
〃

03265





03075





〃

〃
一
五04155





03935





〃

〃
〃

03580




03390





〃

〃
一
六03630




03410





〃

〃
〃

03114





02924





〃

〃
一
七03630





03410





〃

〃
〃

03120





02930




〃

〃
一
九01190





00970





〃

〃
〃

01030





00840





〃

〃
二
〇02330





02110





〃

〃
〃

01980





01790





〃

〃
二
一03590





03370





〃

〃
〃

03060





02870





〃

〃
二
二0000440






0000460






〃

〃
〃

01210





00820





〃

〃
〃

01020





00830





〃

〃
二
三0000400






0000380






〃

〃
〃

01530





01460





〃

〃
〃

01340





01150





〃

〃
二
四02280





02060





〃

〃
〃

01940





01750





〃

〃
二
五03190





02970





〃

〃
〃

02780





02590





〃

〃
二
六03610





03390





〃

〃
〃

03080





02890





〃

〃
二
七03245





03025





〃

〃
〃

02796





02606





〃

〃
二
八03451





03231





〃

〃
〃

02970





02780





六
七
九

改
正
後
欄

終
り
か
ら七 1106





1039

〃

改
正
後
欄

〃

六0800





0752

〃

改
正
後
欄

〃

三0923





0867

〃

改
正
後
欄

〃

二0668





0627

六
八
七

改
正
後
欄

〃
一
三0395





0397





改
正
前
欄

〃

〃0627





0627

改
正
前
欄

〃

〃

〃

0867





0867

〃 〃

改
正
前
欄

〃

〃0752





0752

〃

改
正
前
欄

〃

〃1039





1039

（
原
稿
誤
り
）

四
九
三

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
三
予
防
接
種
を
い
う

。）

予
防
接
種

令和年月日 金曜日 第号官 報

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
四
日
（
号
外
第
一
五
四
号
）
掲
載
の
宅

地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
り
も
ど
し
公
告
中
、
、

の「
福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
北
寺
27番
地
の
５
」

と

あ
る
は「

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
北
寺
28番
地
の
５
」

の
誤
り
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
北
寺
二
八
番
地
の
五

株
式
会
社
Ｅ
Ｇ
Ｐ

代
表
取
締
役

五
十
嵐
む
つ
子

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日
（
号
外
第
百
七
十
五
号
）
公

布
総
務
省
令
第
七
十
五
号
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
厚
生
労

働
省
・
農
林
水
産
省
告
示
第
一
号
（
令
和
六
年
厚
生
労
働

省
・
農
林
水
産
省
告
示
第
二
号
（
法
人
税
法
施
行
規
則
第

五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
及

び
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る

件
）

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七

年
二
月
十
九
日
付
官
報
号
外
第
三
十
三
号
の
九
十
八
頁
に

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内
エ
ス
ア
イ
エ
ム
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
ス
リ
ー
特
定

目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
億
円
減
少
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る

方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
八
月
二
十
日
ま
で

に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内
エ
ス
ア
イ
エ
ム
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
ス
リ
ー
特
定

目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
十
五
億
円
減
少
し
、

金
七
千
四
百
四
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
二
日

掲
載
頁

七
十
頁
（
号
外
第
二
八
八
号
）

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
四
丁
目
七
番
一
号
結
和

税
理
士
法
人
内

Ｋ
Ｒ
Ｆ
７
９
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
津

正
憲

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
四
億
千
八
百
五
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp

s://w
w

w
.h

o
rw

a
th

sa
k
u
ra

.co
m

/p
ro

g
ra

m
/

o
p
en

̲p
d
f̲item

.p
h
p
?u

rl̲id
=
56100885

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
一
番
地

さ
く
ら
綜
合
事
務
所
内

エ
ー
ヴ
イ
ダ
ブ
リ
ュ
ー
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ

ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

安
藤

隆
夫

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
六
億
八
千
四
百
七

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp

s://w
w

w
.h

o
rw

a
th

sa
k
u
ra

.co
m

/p
ro

g
ra

m
/

o
p
en

̲p
d
f̲item

.p
h
p
?u

rl̲id
=
14094985

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
一
番
地

さ
く
ら
綜
合
事
務
所
内

エ
ー
ヴ
イ
ダ
ブ
リ
ュ
ー
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ

ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

安
藤

隆
夫

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
三
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
三

月
三
十
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し

た
の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
七
月
十
六

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年
金

制
度
の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
一
番
一
号

商
船
三
井
マ
リ
テ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

芦
村

和
男


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